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情報発信の推進と協働のまちづくりについて、ホームページは各課で更新ができるシス
テムを採用しており、誰でも利用しやすく必要な情報を素早く発信できるよう各課の広報
主任者を通して働きかけている。より魅力的な広報紙づくりを目指すとともに、町公式
フェイスブックやインスタグラム、LINE等を活用して伊奈町の様々なイベントや行事、町
の情報を発信している。次年度以降も住民へ伝えたい情報を適切に発信し、SNSについ
てはフォロワーを増やし、更新頻度を上げることにより、さらなる魅力発信に努める。

今後も、町公式ホームページを現在のニーズにあったものに更新し、情報伝達手段とし
て、比較的高齢者でも使用率が高いと思われるLINE（LINE公式アカウント）を中心にSNS
を活用し、情報発信を積極的に行っていく。ＬＩＮＥなどのフォロワー数を増やし、ポータル
サイトいなナビとの連携や、各課における魅力発信大使の積極的な活用をお願いするな
ど、魅力あるまち伊奈町を広くPRしていく。
また、ホームページについては、情報が多岐にわたりあふれて行く中で、情報の整理と
探しやすさ、見やすさを意識した作成を心がける。

第6次行政改革大綱
に基づく取組の進捗
状況

次年度以降におけ
る施策の具体的な
方向性

令和6年度実績

(3)

令和4年度実績

(1)

(2)

令和5年度実績

● 議会の情報の提供について、即時性のある手段について検討するとともに、町民への情
報発信、議会の透明化、議会資料の共有化や議会内部の効率化に有効なICTの活用につ
いて検討します。
● 公共予約システムの安定稼働に努めるとともに、日々進化するICTを活用し、町の様々
な情報を発信できるよう、町民にとって利便性の高いシステムやアプリの導入を検討しま
す。
● 町ホームページの各課情報発信内容について、継続的な更新を図るとともに、内容の充
実に努めます。
● 現在運用しているフェイスブックとインスタグラムのフォロワー数を増やし、ポータルサイ
ト「いなナビ」とも連携し、町の魅力を引き続き広くPR します。

指標名

今後に向けた
課題・方向性

広報いなを毎月1回、16,800部発行した。行政区を通じ全戸配布及び町施設、県施設、大宮駅及
び町内ニューシャトル各駅や金融機関、町内コンビニエンスストアにも広報紙を設置した。読み
手を意識した「手に取ってもらえる広報」作成に取り組んだ。
また、町ホームページ、フェイスブックやインスタグラム、LINEを通じて町の情報を速やかに発信
し、積極的な情報発信に努めた。
さらに、コロナ禍をきっかけとした新たな取り組みとして、町長のメッセージ動画を作成し、ウニク
ス伊奈での放映やYouTubeに掲載し、町民に広く周知を図った。

施策を取り巻く
環境の変化に
ついて

インターネット環境が高速化するにつれて、スマートフォンの使用者が年々増加している。
ウェブサイトの構築もこれに対応していく必要があり、紙による広報だけでなく、SNSを活用し
た広報活動の重要性が増している。
広報紙については増加傾向にある配布世帯について対応していく必要がある。

施策達成度
の理由
（施策に対する
今年度の実績
及び効果）

施策を達成する
うえでの障害に
ついて

若い世代では特にインターネットを通じて情報を得ている機会が多い。最新情報を逐次配信
することと、求められている情報を分析する必要がある。広報もただ情報を羅列したものでな
く、読んでみたいと思う特集記事の掲載が要望されている。
また、若い世代はスマートフォン等で広報を読むことができるが、高齢の世代は紙媒体で読
んでいる方が多く、二極化が進んでいる。

広報いなを様々な手段で必要とされる方に配布した。
また、町ホームページは各課で情報を速やかに随時更新し、各種SNSを通じて町の新しい情
報を随時配信してきたため、事業は適切であった。

住民ニーズの変
化について

展開した事業は
適切であったか

ホームページへの掲載にあたっては、読みやすさやアクセシビリティを意識して記事を作成
する必要があるが、記事を作成するのは各課であるため、周知を図ってもどうしてもその意
識にバラツキがでてしまう。
現在広報紙の配布を各区に依頼をしているが、今後の広報紙配布方法を検討する必要が
ある。
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策
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現
の
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題

18,008 15,595

当初予算額
決算額　　（単位；千円）

12,211

一般財源
行政評価表（事業評価一覧）

合計
0 3,3840

成
果
指
標
の
推
移

令和2年度実績 令和3年度実績

(4)

決算合計 国・県補助 地方債 その他特定財源

施策名 ２-町政情報の共有の推進

ま
ち
づ
く
り
目
標
値

目指す姿

　町民と行政の情報の共有化が図られ、意見や提案が自由に言える、
町民参画によるまちづくりが進められています。

目標（令和6年度）

施
策
の
内
容

令和２年度　行政評価表
担当課 秘書広報課

今年度の
施策達成度

章名 第５章_共につくる_未来につながるまち A
施策が既に完了した。見直しや改善を行い最善に近い。（進捗率71～100％）

施策の見直し、改善等の検討余地がある。（進捗率31～70％）

施策を検討したが効果が上がらない。遅れている。未実施。（進捗率0～30％）節名 第１節_町民参画と情報共有化の推進
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令和２年度　行政評価表
担当課 秘書広報課

今年度の
施策達成度

章名 第５章_共につくる_未来につながるまち A
施策が既に完了した。見直しや改善を行い最善に近い。（進捗率71～100％）

施策の見直し、改善等の検討余地がある。（進捗率31～70％）

施策を検討したが効果が上がらない。遅れている。未実施。（進捗率0～30％）節名 第５節_人権尊重と平和意識の啓発推進

施策名 ２-人権に係る相談の充実

ま
ち
づ
く
り
目
標
値

目指す姿

　誰もが互いの人権を尊重し、自分らしく生きる社会が形成されていま
す。また、平和意識が世代を超えて継承されています。

目標（令和6年度）

２０人

施
策
の
内
容

行政評価表（事業評価一覧）
合計

0 00

成
果
指
標
の
推
移

令和2年度実績 令和3年度実績

(4)

決算合計 国・県補助 地方債 その他特定財源

63 24

当初予算額
決算額　　（単位；千円）

24

一般財源

　例年、平和を考える親子見学会を実施しているが、令和２年度については新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、中止とした。
　代替企画として、平和啓発ビデオの購入や平和絵画展等も検討したが、いずれも人を集めて
行う企画であることから、令和２年度については、「伊奈町平和都市宣言」の一部内容を記載し
た啓発用ティッシュを1,000個作成し、役場１階総合案内窓口及び2階秘書広報課窓口に設置・
配布し、周知を図ることができた。

施策を取り巻く
環境の変化に
ついて

戦後70年以上が経過し、社会の平和に対する意識も様変わりしている。

施策達成度
の理由
（施策に対する
今年度の実績
及び効果）

施策を達成する
うえでの障害に
ついて

戦後70年以上が経過し、戦時中の体験を聞く機会や身近な問題として意識する機会が減っ
てきている。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定事業（親子見学会）が中止となったが、啓
発用ティッシュを作成・配布することで、平和の大切さを周知することができた。

住民ニーズの変
化について

展開した事業は
適切であったか

戦争を体験していない世代が多いため、身近な問題として意識する機会が減ってきている。

施
策
実
現
の
た
め
の
課
題

令和5年度実績

● 人権意識の高揚を図り、人権啓発、人権教育の推進が必要であり、平成28年12月に「部
落差別の解消の推進に関する法律」が施行されるなど、人権に関する様々な法整備も進め
られており、一層の取組に努めます。
● 人権講座は平成29年度まで平日昼間に開催していましたが、参加可能な層が限られて
しまうことから、平成30年度より夜間・休日も開催しました。今後も開催日時や講師選定、周
知方法などについても工夫し、多くの町民が参加できるように努めます。
● 人権相談については、高齢者・外国人・LGBTどの性的マイノリティなどに関する相談が
増加してくることが考えられることから、相談体制を充実させ、新たなニーズに対応します。
● 平和学習の内容は、次世代を担う子どもや町民に戦争の悲惨さを認識してもらえるもの
とし、平和に対する意識の啓発に努めます。

指標名

平和を考える親子見学会への参加者数

今後に向けた
課題・方向性

(3)

令和4年度実績

(1) 中止

(2)

限られた予算の中でより効果的な平和意識の高揚と啓発が可能となるよう、事業の内容
を検討し、実施している。

　例年、参加者数の減少傾向が見られ課題となっている（参加者数推移：H29年度25人、
H30年度17人、R1年度12人）。
　従来「平和親子見学会」として、小学生の児童親子を対象に実施してきたが、戦後70年
以上が経過し、徐々に戦争を体験したことのない世代へと移行してきたことから、対象者
を児童に限定しないなど、参加者数の増加を見込めるような工夫が必要となる。
　次年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響等も考慮し、実施方法を工夫した
り、代替企画を検討したりと、状況を見極めながら、可能な範囲で平和意識の高揚と啓
発を図る。

第6次行政改革大綱
に基づく取組の進捗
状況

次年度以降におけ
る施策の具体的な
方向性

令和6年度実績


